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１．道路施設の現状と課題  

(1) 道路概要 

 
１） 霧島市の市道管理区間 

 
    霧島市は、1級市道108路線、2級市道91路線及び、その他の市道2309路線からなる総延長約

1,638kmを管理しています。 
 
 
   路線別管理延長と路線数 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                  R7.12現在 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

種  別 実延長（ｋｍ） 路線数 

1 級市道 269 108 

2 級市道 199 91 

その他市道 1,171 2,309 

      

合  計 1,638 2,508 
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(2) トンネル概要 

 
１） 霧島市が管理する道路トンネル箇所数は、令和7年12月15日現在3箇所となっています。 
 
 
２） トンネルの箇所数及び延長の内訳は下表のとおりとなっています。 

 
       トンネル名称及び延長 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

トンネル延長（ｍ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

番  号 名 称 延長（ｍ） 所在地 

1 空港隧道トンネル 395.0 霧島市溝辺町 

2 小野浜トンネル 170.0 霧島市隼人町 

3 空港第 2 トンネル 411.0 霧島市隼人町・溝辺町 

       

計   976.0  



3 
 

 

(3) トンネルの現状と課題 

 
 霧島市が管理する供用中のトンネルは令和7年12月15日現在3箇所であり、建設後の平均経過年
数は約40年、また、建設後50年を越えるトンネルの箇所数の割合は、10年後には約67%(2箇所)、30年
後には100％(3箇所)となり、高齢化が進んでいく状況となっています。 

 さらに、コンクリート片の剥落などの事象が想定されるため、定期点検による確実な状態把握(早期
発見)、点検結果に基づく確実な対策(早期補修)が必要となっています。 
 
 
 

 
建設後50年以上のトンネル箇所数の増加 

 
 

           【現在】                【10年後】                【30年後】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トンネルの建設年次表 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トンネル建設後の経過年数 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

 
 

 
 

番  号 名 称 建設年次（年） 

1 空港隧道トンネル 1971 

2 小野浜トンネル 1999 

3 空港第 2 トンネル 1979 
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２．トンネルのメンテナンスサイクルの基本的な考え方  

（1） 基本方針 

 
 トンネルの老朽化対策を確実に進めるため、点検から始まり、診断、措置、記録というメンテナンスサイ
クルを構築します。 
 メンテナンスサイクルの推進により、適切な維持管理を実施します。 
 霧島市で管理する全てのトンネル3箇所について、道路トンネル個別施設計画を策定します。  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  トンネルを定期的に点検し、                                              定期点検結果に基づき、変状 

  変状状況を把握                                                     規模、変状原因、進行要因、 

                                                                 道路利用者への影響等を踏まえ 

                                                                 対策区分の判定、健全性の診断 

                                                                 を行う。 
 
 
 
 各種点検結果や補修等の                                                健全性の診断に基づき、道路の 

 履歴を記録、保存                                                     効率的な維持及び修繕から必要 

                                                                 な措置を講じる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
メンテナンスサイクル 
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（２） 定期点検・診断 
 
 霧島市が管理する道路トンネルの定期点検は、「霧島市道路トンネル定期点検要領（平成29年4
月）」に基づき実施し、5年に1回の頻度で定期点検を行いトンネルの健全性を確認します。 
 定期点検は、近接目視による点検を実施し、結果については４段階で区分するとともに、区分に応
じ適切に措置を講じます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近接目視によるトンネル点検 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒「構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき
状態（判定区部Ⅳ）」は、変状発見後、緊急に処置します。 
 
⇒「構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ）」は、
変状発見後、５年以内に措置を講じます。 
 
⇒当面、Ⅳ判定トンネルおよびⅢ判定トンネルの対策を推進し、今後の点検結果や対策の実施状
況を踏まえたうえで、「構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずる
ことが望ましい状態（判定区分Ⅱ）」の対策を実施します。 
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３．今後の点検・修繕計画    

（１） 点検計画期間 
 
 計画期間は、5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう10年とします。  
なお、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新します。 

 

 

 
 

点検計画イメージ 

 
（2） 対策の優先順位の考え方 
 
 点検結果に基づいて、効果的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講じます。なお、対策の優
先順位は、トンネルの損傷の程度や第三者への影響度、路線の重要度などを総合的に勘案して判断し
ます。 

 

（3）施設の状態・対策内容・実施時期 

 
１） 施設の状態 

 
 霧島市で管理するトンネル3箇所について、平成30年度～令和5年度に実施したトンネルの定期点検
結果は以下のとおりです。 
 

名称 判定区分 

空港隧道トンネル Ⅲ 

小野浜トンネル Ⅱ 

空港第2トンネル Ⅲ 

 

（参考）対策の判定区分等 
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2） 対策内容 
 
 点検結果に対する主な対策としては、坑口部のひび割れ、うき、剥離、剥落等の変状に対して、ひび
割れの進行を抑制する工法や剥落対策工を計画します。 

  

3） 新技術の活用方針 
 
 定期点検及び修繕の実施にあたっては、新技術情報システム(NETIS)や点検支援技術性能カタログ
（案）により、従来点検及び工法と技術等を含めた比較検討を行う。 

 

4） 費用の縮減に関する具体的な方針 
 
 トンネルの損傷状態を定期的に把握し、早め早めのこまめな対応によりライフサイクルコストの縮減
に努め、あわせて新技術等の導入による費用縮減を目指します。 

令和9年度までに1トンネルにおいて、修繕における新技術等を活用し、2,000千円の費用縮減を目標とす
る。 

 
 

5） 集約・撤去の取組 
 

本市が管理するトンネルが3箇所あり、いずれも現在、供用しているところです。 
その内 2 箇所は、鹿児島空港滑走路下の両端に位置したトンネルで、東西地域を結ぶ重要なアクセス道路

である。 

もう 1 箇所は、国道 10 号のバイパスとして整備された道路であり重要な迂回路としての役割も果たしてい

る。 

したがって、現状では集約化及び撤去は困難であるが、今後の利用状況を勘案し将来的な廃止を含めた

検討を行う。 
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6）実施時期 

 
 実施時期は、5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、表のとおりとします。なお、点検結果等を踏まえ、
適宜、計画を更新します。 

 
 

霧島市 トンネル点検計画・修繕計画 
 

№ 

施 設 名 

（等級） 
路 線 名 

完成

年次 

幅員 

延長 
点検【○】・修繕設計【●】・修繕工事【◎】 講ず 

る措 

置の 

内容 

対策 

費用 

（千

円） 

トン

ネル

毎の

判定

区分 
トンネル名 (ﾌﾙｶﾞﾅ) (西暦) (ｍ) H30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 

1 
空港隧道 

トンネル 

ｸｳｺｳｽﾞｲﾄﾞｳ 

ﾄﾝﾈﾙ 

(1) 

市道空港給

油施設通線 
1971 

6.0(5.0) 

395 
○    ● 

○  

     ◎  ○ 
断面

修復

工 
70,000  Ⅲ 

2 
小野浜 

トンネル 
ｵﾉﾊﾏﾄﾝﾈﾙ 

(1) 

市道小田～

小浜線 
1999 

13.5(7.5) 

170 
○         ○         

ひび

割れ

補修

工 

1,000  Ⅱ 

3 
空港第２ 

ﾄﾝﾈﾙ 

ｸｳｺｳﾀﾞｲﾆ 

ﾄﾝﾈﾙ 

(他) 

市道嘉例川

中道線 
1979 

6.5(5.5) 

411 
○      

 

● 

○  

◎ ◎   ○ 

ひび

割れ

補修

工 

70,000  Ⅲ 

 

※ 判定区分Ⅲ（構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講じる必要がある状態）につ
いては、トンネルの対策を早期に推進することとし、今後の点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が
図られるよう必要な対策を講じます。 

 

 

  

 


